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公立大学法人 長野大学 理事会 議事録 
 
■ 日  時：令和６年１１月２７日（水） ９：３０～１１：３５ 
■ 場  所：長野大学 ４－３０４会議室 
■ 出  席 者： 平井利博（議長）、小林淳一、織英子、塚田國之、前田裕子（オンライン参加） 

若林信一、熊谷圭介、山浦和彦、市村和久、柳原 渉（監事） 
■ 欠  席 者 :  金子和寛（監事） 
 
 
議事概要 
 
１ 議事録 

前回（１０月２３日理事会）議事録の確認・確定 
事前に配信した議事録案の内容について、確定することを決定した。 

  書面審議の結果報告 

   11 月 6 日に配信した書面審議（共創情報科学部人事）の結果について、事務局から全会一致で承

認された旨報告があった。 

 
２ 審議事項 
    

議案第１号 令和６年度第 1 回補正予算方針について 
市村常任理事から、令和６年度第１回補正予算の概要について説明があり、原案どおり了承さ

れた。 
 

議案第２号 教員の採用について（社会福祉学部） 
小林学長及び菊池総務・人事・施設担当課長から令和７年度採用予定の教員（社会福祉学部、

社会心理学分野、体育学分野）について説明があり、原案どおり了承された。 
 

 議案第３号 兼業規制の見直しに伴う公立大学法人長野大学職員兼業規程等の 
一部改正について 

小山総務・人事・施設担当主幹から、兼業規制方針の見直しとこれに伴う公立大学法人長野大

学職員兼業規程等の一部改正について説明があり、原案どおり了承された。 
なお、学内への周知について、変更内容をメールで配信し個別質問も受け付ける予定であるこ

とが併せて報告された。 
 

 議案第４号 公立大学法人長野大学任期付教員の再任用のための業績審査に 
関する基準の制定について 

小山総務・人事・施設担当主幹から、任期付教員の再任用のための業績審査に関する基準の制 
定について説明があり、原案どおり了承された。  
 なお、説明に対し、対象教員からの意見聴取、労働者団体への説明を行ったかどうかについて

の質問があり、制度自体の改正は既に済み説明も行われており、基準に関しても従前の基準をよ

り明確にしたもので、人事採用を厳格化している中で対象教員にとって不利益な扱いにはならな

いことが説明された。 
 
 

 議案第５号 長野大学学部長及び大学院研究科長選考規程の一部改正について 
    小山総務・人事・施設担当主幹から、学部長等選考規程の見直しに関する説明があり、原案ど

おり了承された。説明に対し、公立大学法人に関する知識・識見を有する学外者を登用する場

合も今後想定されるが、その際には理事長・学長の意図が教員に伝わるよう特に説明する必要

があるとの指摘があった。これに対し、学外者登用の際は、学長から理由等の説明を行う規定
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が設けられていることが説明された。 
 議案第６号 公立大学法人長野大学の国際教育基本方針(案)に基づくカンボジアの 

２大学(プノンペン大学、プノンペン教員養成大学）との大学間交流に 
関する協定書の締結について 

    熊谷教学担当副学長、山浦副学長及び千住国際交流センター事務長からカンボジアの２大学と

の大学間交流に関する協定締結について説明があり、原案どおり了承された。 
 

３ 報告事項 
（1） 2025（令和 7）年度入試実施状況【教学担当副学長】 

熊谷教学担当副学長から、総合型選抜の実施結果、学校推薦型選抜の実施状況について報

告があり、いずれも前年度を上回る志願状況であることが説明された。 

 
（2） 公立大学法人長野大学教員年度別業績評価基準の一部改正について【総務人事施設】 

小山総務・人事・施設担当主幹から、教員年度別業績評価基準の一部改正について報告が

あった。検討の過程において大学紀要のポイントと授業アンケート回収率の計算に際して

の分母をどうするかに関して意見があったことも紹介され、基準自体はこのままでも運用

により対応可能であることが説明された。 
 

（3） 公立大学法人長野大学と株式会社ミマキエンジニアリングとの包括連携協定書の 
有効期間の延長について【地域づくり総合センター】 
庄村地域づくり総合センター長から、１２月で期間満了を迎えるミマキエンジニアリング

との包括連携協定を更新することが報告された。 
 

（4） 新棟起工式の開催について【法人運営改革室】 
中山事務局次長・法人運営改革室長から、１２月２５日に開催される新棟の安全祈願祭・

起工式の概要が口頭で報告された。 
 

（5） 令和６年度予算執行状況報告 (第 2 四半期末：4 月 1 日～9 月 30 日）【経営企画財務】 
廣瀬経営・企画・財務担当課長から、令和６年度予算の執行状況について報告された。 

 
（6） 研究不正防止に向けた取り組み【市村理事】 

市村常任理事から、研究不正防止に向けた取り組みとして名古屋大学の不正事例（旅費の

架空請求及び過大請求、還流行為）が報告された。 
 

 
〇 監事からのコメント 

上記以外に特になし。 
 

以上 
 次回開催日 令和６年１２月２５日（水） 
                                 議長 平井 利博     


